
 

加治木工業高等学校いじめ防止基本方針（Ｒ８） 

 

【目 標】 

 心身ともに健康で慈悲に満ちた心豊かな人間性を備え，科学探究 

の心と創造性豊かな資質を身に付けさせる教育の実現を目指し， 

いじめは「しない・させない・見逃さない」 

の意識を持ち，明るく元気な学校の構築に取り組む。 

 

【いじめ防止対策委員会】 

 

 内容：① 年間を通した取組等について検討 

      ② 年間の活動を検証し，次年度への計画の作成 

       ③ いじめ事案に対する対応の検討及び関係各所 

     との連携 

 構成：校長・教頭 

    教育相談係（向井）・養護教諭（藺牟田） 

    生徒指導部２人（副主任・いじめ問題担当） 

        (藤﨑･中村公＋田中）・スクールカウンセラー・ 

    当該生徒関係職員 

 

 

 

 

 

 

 

【ＰＴＡとの連携】 

 

・学級，学年 PTA

及び PTA 総会の

活用 

・学校と各家庭 

・学校と PTA 生活

指導部会 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

    

【学校の取組】 

 

 １ 未然防止 

  ・生徒会によるいじめ防止活動 

   ・体験活動を活用した人間関係 

   づくり 

  ・校内での講話の実施 

  

２ 早期発見 

・ アンケートの実施 

   ・教育相談の充実及び家庭との 

   連携強化 

  

３ 対応 

  ・被害者，加害者への適切な 

   ケア及び指導 

   ・外部関係各所との連携 

    （ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ等活用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【県教委との連携】 

 

・指導主事の派遣及び 

助言 

・いじめ問題解決チームの

派遣及び助言 

・研修等への講師派遣 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

【関係機関との連携】 

 

・近隣校 

 （該当する場合） 

・警察 

・児童相談所 

・市町の福祉局部 

       

 

 

 



 



令和８年度 加治木工業高校 危機管理マニュアル 

（ 生徒の自死事案が発生した時の対応） 

１ 危機対応の態勢 

（１）直後の対応 

ア 校内（学校活動内）で起こった場合 

発見者（職員）   ⇒    管理職・養護教諭へ連絡 

発見者（生徒）   ⇒    職  員    ⇒    管理職・養護教諭へ連絡 

① 現場での応急処置（発見者，近くにいる職員等） 

・生徒を現場から離し，近寄らせない。 

・ブルーシート，パーティション等で現場を隠す。 

② 居合わせた生徒への対応（養護教諭・特別支援係・教育相談係等） 

③ 救急車の要請（発見者・管理職・養護教諭等）姶良市消防本部０９９５－６３－３２８７ 

④ 警察への連絡（管理職）              姶良警察署：０９９５－６５－０１１０ 

⑤ 遺族への対応（※事実の公表について遺族の意向確認）（管理職） 

⑥ 県への報告 高校教育課：099-286-5291   保健体育課：099-286-5323 

⑦ 全校生徒または該当学年への対応（管理職・職員） ※生徒への伝え方等の例 

「転落事故があり警察が来て調査を行うので，今日は全員帰宅しなさい。」 

「生徒が安易に発信しないように規制をかける」（ＳＮＳ対応） 

⑧ カウンセラーの派遣（管理職） 

⑨ 報道への対応（管理職） 

⑩ 外部からの問い合わせへの対応（管理職） 

⑪ 状況の把握（時系列でメモする→ 基本調査報告書）（管理職） 

⑫ 職員会議の設定（管理職） 

イ 校外（学校活動外）で起こった場合 

保護者    ⇒     担 任    ⇒     管理職 

警 察    ⇒     管理職    ⇒     担 任 

① 遺族への対応（※事実の公表について遺族の意向確認）（管理職） 

② 警察との連携（管理職）       姶良警察署：０９９５－６５－０１１０ 

③ 県への報告（管理職）        高校教育課：099-286-5291 

④ 全校生徒または該当学年への対応（管理職・職員） 

⑤ カウンセラーの派遣（管理職） 

⑥ 報道への対応（管理職） 

⑦ 外部からの問い合わせへの対応（管理職） 

⑧ 状況の把握（時系列でメモする）（管理職） 

⑨ 職員会議の設定（管理職） 

 

 



（２）当面の対応 

ア 遺族への対応 

① 事実の公表について遺族の意向確認（管理職） 

② 葬儀等の意向確認（管理職） 

③ 参列者（職員・生徒等） についての意向確認（管理職） 

④ 葬儀等のお知らせ（ 管理職） 

イ 情報発信等 

① 警察発表内容の確認（管理職） 

② 記者会見実施の判断（管理職） 

③ 保護者会実施の判断（ PTA役員との連携）（管理職） 

ウ 学校における基本調査 

① 関係者（全職員・関係の深い生徒）からの聴き取り開始（管理職・職員） 

※ 原則３日以内に実施。自殺の事実を伝えていない場合は調査に制約。 

② 指導記録等の集約・確認・整理・保管（担任・管理職） 

③ 基本調査結果の県への報告（管理職） 

④ 基本調査結果の遺族への報告と詳細調査実施の提案及び意向確認（管理職） 

⑤ 基本調査結果及び遺族の意向について県へ報告（管理職） 

 

（３） 初期目標 

ア 遺族の気持ちに寄り添うこと。事実を隠さないこと（後出しをしないこと）。 

イ 心のケア             ウ 自殺の連鎖防止 

 

２ 遺族への関わり 

（１） 遺族への関わりを続けること（※寄り添って話を聴き，学校の取組を伝える） 

（２） 遺品の返却            （３） 月命日の焼香・墓参り 

 

３ 心のケア 

（１） 関係の深かった生徒の見守り 

（２） 自傷行為等のある生徒の見守り 

（３） 組織で対応する体制つくり 

（４） SCとの連携 

 

４ 再発防止への取組 

（ １ ） 職員向け研修会の実施（管理職） 

（ ２ ） 自殺予防教育に関する研修会への参加 

（ ３ ） 自殺予防教育の推進



年 間 計 画 表（R8年度） 

 生 徒 関 係 職 員 関 係 検証関係 

（いじめ防止対策委員会） 

４ 

月 

●いじめの実態調査 

アンケート① 

(27・28 日) 

■教育相談係（職員会議２） 

→方針・計画説明 

●いじめ防止対策委員会①(4/17(金)) 

●学級状況を担任に確認 

 

 

→年間活動計画の検討及び 

確認 

５ 

月 

 

・家庭訪問・三者面談 

・生徒総会 

・いじめ問題を考える週間 

（5/18～22） 

・統一 LHR（いじめ①）(5/15) 

■学校楽しぃーと①教相(5/15) 

・教育相談（5/21～5/29） 

 

●いじめ防止対策委員会②(5/7(木)) 

 ※毎月 10 日までに報告 

 

・ＰＴＡ総会（保護者との連携） 

 

▲職員研修①（いじめ防止）生指 

 

■職員研修②（生徒把握）教相 

→結果考察 共有 検討 

→家庭訪問・三者相談での 

情報収集と共有 

 ■教育相談係と連携 

 

６ 

月 

 ●いじめ防止対策委員会③ →結果考察 共有 検討 

・教育相談での情報収集 

７ 

月 

■統一 LHR 教相 （7/10） 

(いのちの大切さを考える講話) 

▲学校生活アンケート① 

●いじめ防止対策委員会④ →結果考察 共有 検討 

 

▲自殺防止教育（生徒心得） 

８ 

月 

   

９ 

月 

・いじめ問題を考える週間 

 （9/3～9/11） 

・統一 LHR（いじめ②）(9/18) 

■学校楽しぃーと②教相(9/18) 

・教育相談（9/8～9/16） 

 

●いじめ防止対策委員会⑤ →活動計画の検討及び確認 

・教育相談での情報収集 

 （担任団との連携） 

10  

月 

・インターンシップ 

 

●いじめの実態調査 

アンケート② 

●いじめ防止対策委員会⑥ →結果考察 共有 検討 

・教育相談での情報収集 

 （担任団との連携） 

11  

月 

・工業祭 

 

●いじめ防止対策委員会⑦ →結果考察 共有 検討 

12  

月 

・修学旅行 

●いじめの実態調査 

アンケート③ 

●いじめ防止対策委員会⑧ 

■職員研修③（ｹﾞｰﾄｷｰﾊﾟｰ養成） 

 12/14(月) 

→結果考察 共有 検討 

１ 

月 

・課題研究発表会 

・進路報告会 

・教育相談（1/21～1/29） 

 

●いじめ防止対策委員会⑨ 

・校務分掌年間反省 

→結果考察 共有 検討 

検討活動計画の検討及び確認 

・年間の総括及び次年度の取組

の検討 

２ 

月 

●いじめの実態調査 

アンケート④ 

●いじめ防止対策委員会⑩ →結果考察 共有 検討 

３ 

月 

 ●いじめ防止対策委員会⑪ →結果考察 共有 検討 

 令和８年度の総括 

※アンケートを月末に実施し，委員会を月初めに実施する 

 



＜アンケート様式の例＞ 

 



 


